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◦問い合わせ　役場保険医療課　介護保険係　☎096（293）3114

施設利用時には負担限度額認定の申請ができます介護

◦問い合わせ　役場保険医療課　国保・医療係　☎ 096（293）3114

12月からこども医療費の助成対象を中学校３年生まで引き上げます

医療

平
成
25
年
12
月
診
療
分
か
ら
、
こ
ど
も

医
療
費
に
対
す
る
助
成
対
象
年
齢

を
、
現
行
の
小
学
校
６
年
生
か
ら
中
学
校
３

年
生（
満
15
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
）に
引
き
上
げ
ま
す
。

　
制
度
の
変
更
に
伴
い
、
新
た
に
対
象
と
な

る
中
学
生
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
申
請
書
は
、
町
内
中
学
校
在
学
生
に
は
各

中
学
校
を
通
じ
て
、
町
外
中
学
校
在
学
生
に

は
郵
送
で
、
７
月
に
配
布
し
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、
申
請
書
と
保
険
証
の
コ
ピ
ー

を
役
場
保
険
医
療
課　
国
保
・
医
療
係
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
時
点
で
資
格
を
持
っ
て
い
る
小
学
校
６

年
生
ま
で
の
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
資
格
を
継

続
す
る
た
め
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
有
効
期
限
を
中
学
校
３
年
生
ま
で
更
新
し

た
新
規
の
受
給
者
証
は
、
11
月
中
旬
頃
に
郵

送
し
ま
す
。

後期高齢者医療保険の保険証などを交付します

◦問い合わせ　役場保険医療課　国保・医療係　☎096（293）3114

医療

介
護
保
険
施
設（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型

医
療
施
設
）に
入
所
し
た
場
合
、
ま
た
は
介

護
保
険
施
設
で
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ（
短
期

入
所
）を
利
用
し
た
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
費
用

の
１
割
負
担
の
ほ
か
、
食
費
、
居
住
費
、
日

常
生
活
費
は
原
則
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
に
住

民
税
が
か
か
っ
て
い
な
い
場
合
な
ど

は
、
食
費
、
居
住
費
に
つ
い
て
、
自
己
負
担

額
が
減
額
さ
れ
ま
す（
こ
の
こ
と
を「
負
担
限

度
額
認
定
」と
い
い
ま
す
）。

こ
の
減
額
認
定
を
受
け
る
に
は
必
ず
申

請
が
必
要
で
す
。
介
護
保
険
係
に
本

人
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証
と
印
か
ん（
認

め
印
可
）、
家
族
が
申
請
す
る
場
合
は
、
代

理
者
の
免
許
証
な
ど
を
持
参
し
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
日
を
基
準
に
し
て
減
額
の

該
当
を
確
認
し
、
該
当
す
る
場
合
に
は
、
認

定
証
を
送
付
し
ま
す
。
入
所
施
設
に
提
示
す

る
こ
と
で
食
費
、
居
住
費
の
自
己
負
担
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

新
し
い「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証（
保
険
証
）」を
郵
送
し
ま
す
。
現
在

の
保
険
証（
黄
色
）の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

で
す
。
各
自
で
処
分
す
る
か
役
場
に
ご
返
却

く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証（
橙
色
）は
７
月

に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
か
ら
お
使
い
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険
証（
橙
色
）に
記
載
し

て
い
る
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
平
成
25
年

度
の
町
県
民
税
の
課
税
所
得
を
も
と
に
判
定

し
て
い
ま
す
。

役
場
で
直
接
交
付
を
希
望
す
る
人
は
７

月
８
日（
月
）ま
で
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
役
場
で
受
け
取
る
と
き
は
保
険

証（
黄
色
）、
印
か
ん
、
本
人
確
認
書
類（
免

許
証
な
ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い（
別
世
帯
の

人
が
受
け
取
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
）。

新
し
い「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
橙

色
）を
交
付
し
ま
す
。
す
で
に「
後
期
高
齢
者

医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」（
黄
色
）を
持
っ
て
い
る
人
で
、
８
月
か

ら
も
引
き
続
き
該
当
す
る
人
は
、保
険
証（
橙

色
）と
一
緒
に
郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日
か

ら
お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
入
院
な
ど
で

ま
だ「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を
お
持
ち
で
な
い

人
は
、
役
場
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
の
全
員
が
町
県
民
税
非
課
税
の
人
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

交付年月日　平成 25年　7月　1日

被

保

険

者

番号 ００００００００００

住所

〒８６９－１２９２
熊本県菊池郡大津町大字大津１２３３

ﾌﾘｶﾞﾅ  ｵｵﾂﾞ       ﾊﾅｺ

氏名 大津　花子
生年月日 昭和　3年　6月 25日   性別 女

適用年月日 平成 25年　7月　1日　から
有効期限 平成 26年　6月 30日　まで

食費の負担限度額 ○○○円

居住費又は滞在
費の負担限度額

ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室（特養等）
従来型個室（老健・療養等）
多床室

保険者番号
並びに保健
者の名称及
  び印 大津町

介 護 保 険 負 担 限 度 額 認 定 証

4 3 4 0 3 5

○○○円
○○○円
○○○円
○○○円
○○○円

中学生 小学生以下

適用
開始日 平成25年12月 継続して利用可能

手続き
申請書と保険証の
コピーを役場保険
医療課に提出

必要無し

受給者証

全員に有効期限を更新した受給者証
を11月中旬頃郵送
※古い受給者証は11月末まで使用で
きます。12月以降は個人で処分し
ていただいて結構です。

平成25年度分（平成25年７月～平成26年６月）国民年金保険料の免除申請受付が始まりました年金
◦問い合わせ　熊本西年金事務所　☎ 096（353）0142　役場住民課　☎096（293）3112

◦問い合わせ　役場税務課　住民税係　☎ 096（293）3117

特定世帯に係る国民健康保険税の軽減特例措置の延長をします税

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
は
、「
保
険

料
の
全
額
免
除
制
度
」
ま
た
は
「
一

部
納
付
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
全
額
免
除
期
間
や
一
部
納
付
期
間

は
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
を
計
算

す
る
際
、
全
額
納
付
し
た
期
間
と
比

較
し
て
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

▼
免
除
さ
れ
た
保
険
料
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付
（
追
納
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合

は
、
免
除
さ
れ
た
保
険
料
額
に
経
過

期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
】

　
各
種
免
除
制
度
は
、
本
人
、
配
偶

者
、
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
そ
れ
ぞ

れ
一
定
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と
が
条

件
で
す
。
ま
た
、
納
付
す
べ
き
保
険

料
を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
、
一
部

納
付
制
度
の
一
部
免
除
は
無
効
に
な

り
、未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
る
た
め
、

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
万
が
一
の
と
き
の
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」、「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」、「
法
定
免
除
」
な

ど
の
免
除
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
出
張
年
金
相
談
】

　
毎
月
１
回
の
年
金
事
務
所
相
談
員

に
よ
る
出
張
年
金
相
談
は
、
予
約
制

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
事
前
に
電
話
な
ど
で
住
民
課
に
予

約
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　
熊
本
西
年
金
事
務
所

☎
０
９
６（
３
５
３
）０
１
４
２　

☎
０
９
６（
３
５
５
）３
２
６
１　

▼
予
約　
役
場
住
民
課　
　
　
　

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
２　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
っ
た
人
が
国
民
健
康
保
険

か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

す
る
場
合
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保

険
税
の
軽
減
判
定
所
得
の
算
定
の
特

例
を
恒
久
化
す
る
ほ
か
、
特
定
世
帯

に
係
る
平
等
割（
世
帯
割
）額
の
減
額

を
次
の
よ
う
に
延
長
し
ま
す
。

① 

保
険
税
軽
減
制
度
に
係
る
特
例

軽
減
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
つ
い

て
、
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
へ

移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
国
保
の
被
保

険
者
で
な
く
な
っ
た
者（
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
）を
含
め
て
軽
減
対
象

基
準
額
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
措
置
を
継
続
し
ま
す
。

② 

平
等
割
に
係
る
配
慮

二
人
世
帯
で
、
一
人
が
後
期
高
齢
者

医
療
へ
移
行
し
、
も
う
一
人
が
国
保

に
残
っ
た
世
帯（
特
定
世
帯
）と
な
る

者
に
つ
い
て
、
平
等
割
額
を
最
初
の

５
年
間
２
分
の
１
減
額
す
る
現
行
措

置
に
加
え
、
そ
の
後
３
年
間
４
分
の

１
減
額
し
ま
す
。

保険料 老齢基礎年金額の受給割合

全額免除 0円 ８分の４

４分の１納付 3,760円 ８分の５

半額納付 7,520円 ８分の６

４分の３納付 11,280円 ８分の７

全額納付 15,040円 ８分の８

平成25年度の１カ月の保険料額と老齢基礎年金額の割合

【平成20年３月まで】
妻 夫
国保
均等割

国保
均等割

国保
平等割

妻
国保
均等割

夫
後期高齢者
医療制度

【現行制度】

１/２の軽減措置

【緩和措置延長後（３年間）】
妻
国保
均等割

夫
後期高齢者
医療制度

１/４の軽減措置

国保
平等割

国保
平等割

（医療・後期高齢者支援金に係る分）

特
定
世
帯
と
は

　
二
人
世
帯
で
、
一
人
が
後

期
高
齢
者
医
療
へ
移
行
し
、

も
う
一
人
が
国
保
に
残
っ
た

世
帯
の
こ
と
で
す
。
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